
鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成24年３月23日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第11号

鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例

鳥取県職員定数条例（平成６年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定数） （定数）

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 第２条 職員の定数は、次のとおりとする。

(１) 知事の事務部局の職員 2,938人 (１) 知事の事務部局の職員 2,967人

ア 一般会計支弁に係る職員 2,928人 ア 一般会計支弁に係る職員 2,957人

イ 略 イ 略

(２) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機 (２) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機

関の職員 2,326人 関の職員 2,305人

ア 県立学校の職員 2,065人 ア 県立学校の職員 2,044人

イ 略 イ 略

(３)～(７) 略 (３)～(７) 略

(８) 企業局の職員 60人 (８) 企業局の職員 61人

(９) 略 (９) 略

(10) 県費負担教職員 4,211人 (10) 県費負担教職員 4,129人

２ 次の職員については、知事の承認を得て、前項各 ２ 次の職員については、知事の承認を得て、前項各

号に定める定数の外に置くことができる。 号に定める定数の外に置くことができる。

(１)～(10) 略 (１)～(10) 略

(11) 市町村から派遣される職員のうち、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第252条の14第１項の

規定により委託を受けた市町村の職員の研修に関

する事務に従事しているもの

備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

この条例は、平成24年４月１日から施行する。


